
2009 年 2 月作成 
渡辺達徳・野澤正充著=ＮＯＭＩＫＡ『債権総論』（平成 19 年 11 月 30 日初版１刷）に誤

りがございました。ここにお詫び申し上げます。訂正一覧を作成いたしましたので、読者

の皆様には訂正してご利用いただきたくお願い申し上げます。（弘文堂編集部） 
 
○ はしがき i頁９行目 

誤：④→正：③ 

○24 頁 2 行目 

 誤：322 条・323 条 1 項→正：321 条・322 条 

 誤：抵当権に関する 374 条→正：抵当権に関する 375 条 

○32 頁 11 行目 

 誤：選択権を持たない→正：選択権を有する 

同頁 18 行目 

 誤：取り消すことが→正：撤回することが 

同頁下から３行目、下から１行目条文、それぞれ 

誤：411 条 1 項→正：411 条本文 

誤：411 条２項→正：411 条但書 

○45 頁下から 18 行目・5 行目・3 行目、47 頁上から 15 行目、同頁図キャプション 

 誤：権限→正：権原 

○74 頁中段、「次に，②履行代行者とは、･･･」から始まる段落２行目 
 誤：（i）は，受任者（104 条）→正；（i）は，委任による代理人（104 条） 
○111 頁下から３行目 
 誤：(419 条 2 項)→正：（420 条 2 項） 
○119 頁 4 行目 
 誤：第３章に→正：Ⅲに 
○120 頁下から 5 行目 
 誤：自己の財産→正：自己の債権 
○121 頁 10 行目② 
 誤：「② 履行の請求：１の･･･」→正：「② 履行の請求：119 頁の･･･」 
○130 頁２行目 
 誤：「確定判決をなどの･･･」→正：「確定判決などの」 
○134 頁２行目 

誤：「＊ 債権者代権の･･･」→正：「＊ 債権者代位権の･･･」 
同頁 18 行目 

誤：「本節４の冒頭（２）で述べたように」→正：「本節２２で述べたように」 

○139 頁２行目、次の条文を加える 
 誤：（破産 78 条）→正：（破産 78 条･173 条１項） 
○142 頁下から２行目 
 誤：強制施行→正：強制執行 
○149 頁 15 行目、判例年月日 
 誤：最判昭 52・７・21→正：最判昭 52・７・12 
○162 頁下から３行目 
 誤：500 万円づつ→正：500 万円ずつ 
 



○164 頁 1 行目 
誤：債権債務・債務 →正：債権・債務 

○165 頁 3 行目 
「不可分債務についてしか規定していないが、不可分債権も同様であり、」を削除 

○165 頁「２－２ 相対的効力」4、6 行目 
誤：429 条 1 項本文 →正：429 条１項前段 
誤：429 条 1 項但書 →正：429 条 1 項後段 

○166 頁２行目、３行目条文 
誤：（430 条本文）→正：（430 条） 
誤：（430 条但書）→正：（430 条） 

○170 頁４～５行目の記述を改める 
誤「･･･ＡＢＣの各負担部分は 80 万円となる。」 
正「･･･ＢＣの負担する連帯債務額は 280 万円となり，これをＡが 80 万円，ＢとＣが

100 万円ずつ負担することとなる。」 
 同頁、７行目 
誤「240 万円＝20 万円」を･･･」→正「240 万円＝40 万円」を･･･」 

○175 頁図のキャプション 
 誤：連帯責務→正：連帯債務 
○ 186 頁 14 行目判例カード中 
誤：「主の売主の債務不履行･･･」→正：「主の債務不履行･･･」 
同行 
誤「･･･売主が買い主に負担することあるべき･･･」→「･･･売主が買い主に対し負担す

ることあるべき･･･」 
 同頁 18 行目 

誤：「任ずるものと認めるを･･･」→正：「任ずるものと認めるのを･･･」 
○193 頁下から２行目 
 誤：無視力→正：無資力 
○202 頁 18 行目 
 誤：①367 条２項→正：①366 条２項 
○222 頁下から 5 行目 
 誤：右抗弁権→正：同抗弁権 
○226 頁７行目 
 誤：「有するに至ったか応じて」→正：「有するに至ったかに応じて」 
○259 頁 17 行目 
 誤：債権質権者（367 条）→正：債権質権者（366 条） 
○281 頁 9 行目 
 誤：501 条１号→正：501 条後段１号 
○308 頁 8 行目 
 誤：健康保険 68 条→正：健康保険 61 条 
○314 頁 2 行目 

 誤：乙債権（2箇所ある）→正：丙債権（2箇所とも訂正） 

○331 頁判例索引右段３行目、判例年月日 

 誤：昭 52・７・21→正：昭 52・７・12 

                                   以上 
 


